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1. 物 件 名

2. 数 量

仕様明細のとおり

仕様明細のとおり

  ・契約期間、機器が常時正常な状態で使用できるよう保守を行うものとする。

  ・通常の使用における検収後、１年以内の故障時は、無償にて速やかに行うこと。

  ・修繕に時間を要する場合は、同等能力を有する代替機を設置すること。

6. 契 約 期 間 　平成２９年２月１日　から　平成３６年１月３１日　（　84　ヶ月）

7. 設置（納入）期限

8. 設置（納入）場所 　最終処分場管理棟、浸出水処理施設

　・入札金額は、84ヶ月分の本体及び付属品の借上料と保守料金の合計額（税抜）

　を入力すること。

　・本体・付属品の設置接続作業および期間満了後の撤去費用を含むこと。

10. 契 約 方 法   ・長期継続契約による。

  ・毎月後払いとする。

  ・落札金額に100分の108を乗じて得た金額（1円未満の端数は切り捨てる。）

　　契約開始月に支払う。

13. 連絡先（担当課）  環境生活部清掃施設課　最終処分場係　担当　神部　０５９８－２８－７７１０

清掃施設課最終処分場　電話機リース（賃貸借）仕様書

機 種

9. 見 積 方 法

3.

5.

4. 規 格

最終処分場電話機賃借

一式

保 守 条 件

　　を84等分した金額を月額とし、支払うものとする。また、月額に端数が生じた場合は

　平成29年1月31日まで

    雷による故障、虫の侵入による故障、部品の劣化、電波混入、定期交換部品の取替

  ・この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11. 支 払 方 法

12. そ の 他


